
成育局 保育政策課医療的ケア児保育支援事業

事業の目的
 保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。
 また、医療的ケアに関する技能及び経験を有した者（医療的ケア児保育支援者）を配置し、管内の保育所等への医療的ケアに関する支援・助言
や、喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入れ等に関するガイドラインを策定することで、安定・継
続した医療的ケア児への支援体制を構築する。

事業の内容 実施主体等

拡充

保育所等
（医ケア児受入施設）

＜管内保育所等＞

看護師等の配置や医療的ケア児保育支援者の支援を受けながら、
保育士の研修受講等を行い、医療的ケア児を受入れ。

看護師等の配置

体制整備等

検討会の設置やガイドライン
の策定により、医療的ケア児
の受入れについての検討や関
係機関との連絡体制の構築、
施設や保護者との調整等の体
制整備を実施。

＜自治体＞

検討会の設置

ガイドライン
の策定

【自治体による看護師確保】   
自治体が看護師等の確保をした上で
必要な施設に対し、効果的・効率的
な巡回による看護師等の配置を行う。

看護師等

【実施主体】都道府県、市区町村

【補助基準額(案)】

［基本分単価］
① 看護師等の配置 １施設当たり 5,290千円

（２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所等において、
看護師等を複数配置している場合、5,290千円を加算）

さらに効果的・効率的な看護師配置を目的として
自治体等において雇上げた看護師等が巡回して対応する場合

     １自治体当たり 5,010千円
［加算分単価］
② 研修の受講支援 １施設当たり 300千円

  ※看護師等及び保育士等が喀痰吸引以外の研修を受講する場合も対象とする。

③ 補助者の配置 １施設当たり 2,412千円
④ 医療的ケア児保育支援者の配置 １市区町村当たり 2,412千円
（喀痰吸引等研修を受講した保育士が担う場合、130千円を加算）

⑤ ガイドラインの策定 １市区町村当たり 577千円
⑥ 検討会の設置 １市区町村当たり 360千円
⑦ 医療的ケア児の備品補助 １施設当たり 100千円

 （医療的ケア児の個別性に応じて必要となる備品 例：抱っこひも・ベッド等）

⑧ 災害対策備品整備 １施設当たり 100千円
（災害対策として停電時等に必要となる備品 例：外部バッテリー・手動式吸引器等）

⑨ 園外活動移動支援加算 １施設当たり 40千円【拡充】
※②、⑤、⑥はそれぞれ単独で補助することを可能とする。

【補助割合】国：１/２、都道府県・指定都市・中核市：１/２
国：１/２、都道府県：１/４、市区町村：１/４

＊医療的ケア児の受入れ体制拡充のため、新たな保育所等において、

医療的ケア児の受入れを開始する自治体については、補助率を嵩上げ。

  国：２/３、都道府県・指定都市・中核市：１/３

国：２/３、都道府県：１/６、市区町村：１/６

保育所等

保育所等

保育所等

巡回

巡回 巡回

見直し

＜保育対策総合支援事業費補助金＞ 令和７年度予算案 464億円の内数（459億円の内数）
※（）内は前年度当初予算額



認可保育園
（０～５歳）

認定こども園
（０～５歳）

幼稚園
（３～５歳）

小規模保育
（０～２歳）

病児保育

一時預かり
ファミリー・
サポート・センター

施設に預ける

事業所内保育
（０～２歳）

居宅訪問型保育
（０～２歳）

家庭的保育
（保育ママ）
（０～２歳）

自宅などで預かってもらう

保育等を一時的に利用する

保育制度における企業主導型保育事業の位置づけ

企業主導型保育施設
※事業所内保育の一類型
※事業主拠出金により運営

認可施設・事業（国と自治体が公費支援） 認可事業（国と自治体が公費支援）

自治体独自の保育施設
例）東京都認証保育所、横浜保育室等

※自治体が公費支援

1

その他の認可外保育施設

認可外の居宅訪問型保育事業

企業主導型ベビーシッター
※事業主拠出金により運営



5. 上記の１～４を踏まえ、国と企業主導型保育事業の実施機関で検討会を開催

＊企業主導型保育施設における医療的ケア児の受入れについて事前調整が必要な旨をお知らせいただいている自治体においては、

まずは自治体に相談するようにお伝えします。

企業主導型保育における医療的ケア児の受入れ検討の全体像

6. 入所決定後、実施機関または企業主導型保育施設から、管轄の自治体に医療的
ケア児の受入れ状況を報告

4. 関係書類を準備し、企業主導型保育事業の実施機関へ提出（申請）

3. 企業主導型保育施設へ必要書類の提出

2. 受入れの可否について検討し、保護者に結果を連絡

1. 希望する保育施設への入園相談・施設見学

＊居住の自治体への入園相談（当該自治体が企業主導型保育施設への入園相談を受け付けている場合に限る
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